
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
器
具

の
不
具
合
に
ご
注
意
を

　
ヤ
マ
ト
プ
ロ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
製

『
ヤ
マ
ト
ボ
ー
イ
Ｋ
Ｔ
』
と
『
Ｆ
Ｍ

ボ
ー
イ
ｋ
』
の
製
品
で
破
裂
事
故
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
も
破
裂
事
故
の
発
生
を
確

認
し
て
い
ま
す
の
で
、
い
ま
一
度
、

お
持
ち
の
消
火
器
具
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
ヤ
マ
ト
プ
ロ
テ
ッ
ク

　
株
式
会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
消
防
署
警
備
Ｇ

（
☎
85
２
５
５
１
）

再
生
展
示
品
を
販
売
し
ま
す

対
象
　
市
内
ま
た
は
白
老
町
に
お
住

ま
い
の
18
歳
以
上
の
方

品
目
　
修
理
し
た
自
転
車
（
子
ど
も

用
、
大
人
用
）
、
家
具
な
ど

申
込
期
間
　
10
月
２
日
㈪
〜
16
日
㈪

17
時
30
分

申
込
方
法
　
ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
環
境
対
策
Ｇ
に
提

出
ま
た
は
『
地
元
の
掲
示
板
ジ
モ

テ
ィ
ー
』
か
ら
申
し
込
み

※

１
人
１
品
ま
で
。

※

詳
し
く
は
、
市
公

　
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
か
『
地
元
の
掲
示

　
板
ジ
モ
テ
ィ
ー
』

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
環
境
対
策
Ｇ
（
☎
85
２
９
５
８
）

２
０
２
３
年
漁
業
セ
ン
サ
ス

調
査
を
実
施
し
ま
す

　
本
調
査
は
、
水
産
業
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
水
産
行
政

の
推
進
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
整
備

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
員
が
漁
業
関
係
者
の
方
々
を

訪
問
し
ま
す
の
で
、
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。

※

統
計
法
で
は
、
調
査
関
係
者
に
対

し
て
回
答
の
内
容
を
厳
重
に
保
護

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
　
総
務
Ｇ
（
☎
85
１
１
３
０
）

自
衛
官
募
集

◎
第
３
回
一
般
曹
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
限
　
11
月
30
日
㈭

一
次
試
験
日
　
12
月
９
日
㈯
〜
14
日

問

問問募
集
や

試
験
な
ど

　
㈭
の
い
ず
れ
か
１
日

◎
第
４
回
自
衛
官
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
間
　
10
月
13
日
㈮
〜
11
月
９

日
㈭

試
験
日
　
11
月
19
日
㈰
〜
20
日
㈪
の

い
ず
れ
か
１
日

◎
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一
般
）

対
象
　
15
歳
〜
16
歳
の
男
性

申
込
期
限
　
令
和
６
年
１
月
５
日
㈮

一
次
試
験
日
　
令
和
６
年
１
月
13
日

㈯

※

各
種
説
明
や
イ
ベ
ン
ト
案
内
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
室

蘭
地
域
事
務
所
（
☎
44
９
５
３
３
）

Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
に
つ

い
て
学
び
ま
せ
ん
か

　
市
内
中
小
事
業
者
の
方
を
対
象
に

Ｄ
Ｘ
の
活
用
に
関
す
る
勉
強
会
な
ど

を
実
施
す
る
専
門
部
会
を
立
ち
上
げ

ま
す
。

活
動
期
間
　
10
月
〜
令
和
６
年
１
月

定
員
　
50
社

申
込
方
法
　
10
月
13
日
㈮

　
ま
で
に
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら

　
　
登
別
市
中
小
企
業
地
域
経
済
振

興
協
議
会
事
務
局
（
商
工
労
政
Ｇ

内
・
☎
85
２
１
７
１
）
　

問 問

市民税非課税の高齢者世帯・障がい者世帯・
ひとり親等世帯に暖房費の一部を助成します令和５年度

　原油価格の高騰などにより暖房費負担が増加することから、次の対象世帯に暖房費の一部を助成します。対
象と思われる世帯には、10月中に申請書などを送付しますので、期限内に申請をしてください。
　なお、対象と思われる世帯で、10月中に案内がお手元に届いていない方はお問い合わせください。

対象世帯　９月１日時点で、次のいずれかに該当し、登別市の住民基本台帳に登録のある世帯、かつ令和５年
度市民税非課税世帯（矯正施設入所者のみで構成される世帯および生活保護受給者が含まれる世帯を除く）
・高齢者世帯…満65歳以上（昭和33年９月２日以前生まれ）の方のみで構成される世帯
・障がい者世帯…障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
・ひとり親等世帯…児童扶養手当法による児童扶養手当受給世帯、父母が死別または離別した児童（児童扶養
手当法第３条第１項に規定する児童をいう。）を母または父が独立して扶養している世帯もしくは父母以外
の方が扶養している世帯
助成額　１世帯5,000円
支給方法　口座振込
申し込み　10月中旬～令和６年１月中旬（予定）に、自宅へ届いた申請書を同封の返信用封筒にて返送もしく
は市役所８番窓口へ提出または案内に記載している申し込みフォームにより提出
問い合わせ　社会福祉グループ（☎85１９１１）

▲市公式ウェ
　ブサイト

▲ジモティー

くらしのガイド
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